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区　分
所 得 割
均 等 割
賦課限度額
所 得 割
均 等 割
賦課限度額
所 得 割
均 等 割
賦課限度額
所 得 割
均 等 割
賦課限度額
所 得 割
均 等 割
賦課限度額

令和7年度
7.45％
28,000円
65万円
2.50％
9,000円
24万円
1.30%
13,000円
17万円
｜
｜
｜

11.25%
50,000円
106万円

令和8年度
7.45％（変更なし）
44,000円
66万円
2.78%
16,000円
26万円
2.36%
17,000円

17万円（変更なし）
0.27%

　1,500円※
3万円
12.86%
78,500円
112万円

❶医療給付費分

❷後期高齢者
支援金分

❸介護納付金分
（40～64歳）

❹子ども・子育て
支援金分

❶～❹の合計

※18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者は0円となります。

赤字額（法定外一般会計繰入金）一人あたりの医療費/年
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（億円） （円）令和5年度 令和6年度 令和7年度
（令和8年1月末時点）

15.6億円 17.4億円 24.2億円

345,840円
353,080円

357,403円

国保マスコット
健康まもるくん

国民健康保険は、安心して医療機関にかかることができるように、加入者全体で支え合う制度です。埼玉県と市町村が共
同運営をしており、原則として、必要な支出は保険税や公費で賄うことになっています。埼玉県では、安定した事業の運営
を目的として「埼玉県国民健康保険運営方針（第3期）」を策定しました。
令和12年度までに埼玉県内の保険税水準の統一を目指し、本市におい
てもこの方針に沿って、段階的に取り組んでいきます。

国民健康保険事業は、社会保険の適用拡大に
よる被保険者数の減少と一人あたりの医療費
の増加などの影響により、赤字額が増加傾向
にあります。（表1）
国民健康保険を今後も持続可能な制度とする
ため、埼玉県の運営方針に沿って税率改定な
どを行います。（表2）

問い合わせ…国民健康保険課　i048-259-7669　k048-259-4950

保険税は、❶～❹を合計した額になります。 

前年の世帯総所得金額等が一定の基準以下の場合、均等割額を軽減しま
すが、その対象範囲を拡充します。

この制度は、被保険者の皆さんに支援金をご
負担いただくことで、社会全体で子どもや子
育て世帯を応援する制度です。令和8年度か
ら国民健康保険税と合わせて
納付いただくものです。
（表2❹）

詳細はこども家庭庁ホームページ
「子ども・子育て支援金制度につ
いて」をご確認ください

詳細は市ホームページ「国民健康
保険税の軽減について(所得が一
定基準以下)」をご確認ください

変 更 点

令和8年度の「国民健康保険税」が変わります令和8年度の「国民健康保険税」が変わります

川口市の一人あたりの医療費と赤字額（法定外一般会計繰入金）の推移

表2

表1

詳細は市ホームページ「令和8年
度から国民健康保険税率が変わ
ります」をご確認ください
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われもの 有害ごみ

持ち手の
部分を除く

40cm

設置場所が
増えました

0%

日頃から、ごみの適正な排出にご協力いただき、ありがとうございます。
ごみの減量と資源化をさらに推進するため、今一度、家庭ごみの分け方・出し方をご確認の上、排出をお願いします。
家庭ごみの収集日などは、以下の二次元コードから確認できます。

出す場所 区　分（一辺が40cm以下のもの） 出し方

一
般
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

一般
ご
み・有
害
ご
み
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

容
器
包
装

有害ごみ

蛍光灯

充電して使う製品

生ごみは「ひとしぼり」して
水分を切ってから出してください

マークの
あるもの

マークの
あるもの

資
源
物
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル・繊
維
類
び
ん・飲
料
か
ん
金
属
類・紙
類

問い合わせ…資源循環課　i048-228-5370　k048-228-5322

出
す
場
所

出
す
前
に

家庭ごみの　　　　・　　　   のお願い

ふたとラベルは
はがしてください

ふたを取ってください

家庭ごみの
分け方・出し方

ごみの
分別ガイド

地区別
ごみ収集日カレンダー

分け方分け方 出し方出し方

•市役所第一本庁舎1階 多目的スペース
•朝日環境センター リサイクルプラザ棟1階 受付
•戸塚環境センター1階 エントランスホール
•川口駅前行政センター内　•鳩ヶ谷庁舎1階
NEW！南消防署1階 エントランスホール
NEW！北消防署1階 エントランスホール

『金属類』の日に
資源物
ステーションへ

A B C 一部の家電量販店などの
リサイクル協力店へ

回収対象の製品やリサイクル協力店など
の詳細は（一社）JBRCのホームページを
ご確認ください。
i03-6403-5673

専用回収ボックスへ

ホームページ

バッテリー残量を全て使い切る。 金属端子にテープなどを貼ってふさぎ、
電気が流れないように絶縁する。

充電して使う製品の出し方大事な
ルールです


